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本誌のタイトルについて 群星（むりぶし）とは、沖縄の方言で「昴星（すばるぼし）」のことで「ぶりぶし」、「むるぶし」とも呼ばれます。
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内 閣 府 だ よ り

お 知 ら せ  ①

お 知 ら せ  ②

お 知 ら せ  ③

フリーランスの取引に関する新しい法律ができました

令和 5 年度における沖縄地区の独占禁止法等の運用状況

泡盛の女王表敬訪問

20 歳未満の喫煙防止等の取組

宮古島市の農家の皆様と「みどりの食料システム戦略」やこれからの農業について考えました

第 17 回沖縄県マンゴーコンテストが開催されました

農林水産省の補助金等を受給するには、環境負荷低減のクロスコンプライアンスの実施が

必要になります！

「６月は食育月間」食育パネル展を開催しました！

「食料・農業・農村基本法」の四半世紀ぶりの改正を踏まえ、県内の幅広い関係者の皆様と

意見交換を行いました！

中小企業の日・中小企業魅力発信月間イベント「中小企業魅力発見フェア 2024

～若い感性で探る中小企業の魅力と可能性～」を開催しました

人材確保にかかる企業向けセミナーを開催しました！

沖縄歴史の散歩道  Vol.14

「令和５年度沖縄総合事務局開発建設部所管事業優良業者・優秀技術者表彰式」を行いました

2024 年『海の月間』について　～海への理解を深めていただくための取組を行いました～

不正改造車を作らない !! 乗らない !!　～ 10 月は「不正改造車排除強化月間」～

９月は自賠責制度広報・啓発期間です！　～ 交通事故からあなたの未来を守る ～

安全なくるま社会実現のために　～９月・10 月は「自動車点検整備推進運動強化月間」～

令和６年度陸運関係功労者陸運事務所長表彰式を行いました

貸切バス事業者を対象とした事業者講習会を開催しました

沖縄豆記者団による表敬訪問

夏休みに内閣府を見学「こども霞が関見学デー」

人事異動

10 月は食品ロス削減月間

令和 6 年 10 月より、車検に「電子装置の検査」（OBD）が追加されます
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　近年、働き方の多様化が進展する中、個人が、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境を整備す
ることが重要となってきており、フリーランスという働き方もその選択肢の一つです。「自分の仕事のスタイルで働き
たい」、「働く時間や場所を自由にしたい」といった理由からフリーランスとして働くことを積極的に選択する方も多く
いますが、育児や介護のほか、様々な事情によりフリーランスという働き方を選択する方もいます。
　こうした中、発注事業者と業務委託を受けるフリーランスの方の取引において、「一方的に発注が取り消された」、「発
注事業者からの報酬が支払期日までに支払われなかった」、「発注事業者からハラスメントを受けた」などの取引上の
トラブルが生じている実態があります。
　この背景には、一人の「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、「組織」として業務委託を行う発注事業者
との間に、交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいことがあると考えられます。
　こうした状況を改善し、フリーランスの方が安定的に働くことができる環境を整備するため、「特定受託事業者に
係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス法）」が公布され、2024 年11月１日に施行されることとなりました。

　この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託（事業者間取引）であり、業種・業界の限定
はありません。
　ここでいう「フリーランス」（法律上は「特定受託事業者」とされています。）は、業務委託の相手方である事業者であっ
て従業員を使用しないものをいいます。この中には、特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、
副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている方も含まれます。他方で、従業員を雇っ
ている個人事業主、消費者を相手に取引をしている事業主などは、この法律の適用対象には含まれません。
　また、ここでいう「発注事業者」（法律上は「特定業務委託事業者」とされています。）は、フリーランスに業務
委託をする事業者であって従業員を使用するものをいいます。

適用対象

特  集 Special Feature

記事
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　フリーランス法では、フリーランスの方と企業など発注事業者の間の取引の適正化を図ることを目的としています。
　そして、この法律では、発注事業者が業務委託をした場合、書面又は電磁的方法（電子メール、ＳＭＳ、ＳＮＳのメッ
セージ等）により、直ちに、取引条件を明示する「書面等による取引条件の明示義務」が定められています。取引
条件を明示することは、当事者間の認識の相違を減らし、トラブルの未然防止につながります。そのため、この義務は、
フリーランスに業務委託をする全ての発注事業者が対象となっており、フリーランス同士の取引でも、発注側のフリー
ランスは取引条件を明示する必要があります。 
　また、発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて 60 日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を
設定し、期日内に報酬を支払う「報酬支払期日の設定・期日内の支払義務」が定められています。
　さらに、発注事業者が、フリーランスに対し、１か月以上の業務委託をした場合、「禁止行為」として、７つの行為（受
領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・
やり直し）が定められています。具体的な内容については次のページをご覧ください。

取引の適正化

　また、フリーランス法では、フリーランスの方の就業環境の整備を図ることも目的としています。
　この法律では、募集情報の的確表示義務、育児介護等と業務との両立に対する配慮義務、ハラスメント対策に係
る体制整備義務、中途解除等の事前予告・理由開示義務を定めています。具体的な内容については次のページをご
覧ください。

就業環境の整備

　フリーランス法施行後、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、発注事業者に対し、違反行為に
ついて助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができます。また、命令違反、検査拒否等は、
50 万円以下の罰金に処されることがあります。

違反への対応

　取引の適正化（次のページの義務項目①～③）については公正取引委員会・中小企業庁、就業環境の整備（義務
項目④～⑦）については厚生労働省（都道府県労働局）までお問い合わせください。｠
　また、沖縄総合事務局総務部公正取引課では、順次、事業者向けにフリーランス法の説明会を開催しています。また、
団体からの説明会のご要望にも積極的に対応していますので、ご要望等あれば下記までご連絡ください。

フリーランス法についてもっと知りたいならば

お問合せ先 総務部公正取引課　☎ 098－866－0049

公正取引課が主催したフリーランス法説明会の様子（令和６年６月18 日）
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お問い合わせください。
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